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７月の行事等のお知らせ

大　　　会

◆　第１４回　兵庫県剣道選手権大会
　兼　第６４回　全日本剣道選手権大会予選会
    第２９回　兵庫県女子剣道選手権大会
　兼　第５５回　全日本女子剣道選手権大会予選会　　　　◆

　平成２８年７月１０日（日）兵庫県立文化体育館において標記の大会が開催されます。大会
要項・参加申込書等は、ホームページからダウンロードして下さい。

審　査　会

◆　第１１回兵庫県杖道演武大会　　　◆

　平成２８年７月３０日（土）兵庫県立文化体育館において標記の大会が開催されます。大会
要項・参加申込書等は、ホームページからダウンロードして下さい。

◆　剣道級位審査会　◆

　１．日　　時 平成２８年　７月　３日（日）　　午前９時受付
　２．会　　場 兵庫県立武道館

姫路市西延末５０４ ℡　(079)292-8210
　３．受審資格 ①　当連盟の会員であること。

②　受審申込書の受審資格欄を参照してください。
  ４．審査課目 ①「一級審査実施要領」

②「木刀による剣道基本技稽古法 基本１～９」（一級審査実施要領合格者のみ）

　（木刀は規格［全長102㎝］の太刀を使用してください。）
　５．登録料 級・段位審査料等並びに登録料一覧表（16.6.20 一部改正　版）を参

照してください。
　６．入会金 少年団体・学校団体から受審した合格者は、入会金（５００円）を納

入する必要がありますので用意しておいてください。
　７．申込方法 受審申込書に審査料を添えて申し込みください。

なお、特別な事情のある方は申込時にお知らせください。
少年団体と一般団体とを併設されている団体は、どちらから申し込み
をするのかを明確にしてください。（一般団体からの申し込みには年
会費が必要になります。）

　８．申込期日 平成２８年　６月２０日（月）必着

講　習　会

◆　杖道伝達講習会及び審判講習会　◆

　１．日　　時 平成２８年　７月　３日（日）　午前９時受付
　２．会　　場 神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場

神戸市灘区青谷町１－１－１　　　
　３．参加資格 ①　当連盟の会員であること。（平成２８年度会員登録済みのこと）

②　級・段位に制限を設けない。
　４．講習内容 指導法並びに審判法の伝達
　５．講　　師 全剣連　中央講習会受講者
　６．受講料 １人につき　２，０００円
　７．申込方法 講習会申込書に参加料を添えて申し込みください。
　６．受講料 １人につき　２，０００円
　７．申込方法 講習会申込書に参加料を添えて申し込みください。
　８．申込期日 平成２８年　６月２０日（月）必着



◆　剣道指導法講習会並びに審判法講習会　◆

　１．日　　時 平成２８年　７月１７日（日）　午前９時受付
　２．会　　場 神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場

神戸市灘区青谷町１－１－１　　　
　３．参加資格 当連盟の会員であること。（平成２８年度会員登録済みのこと）
　４．講　　師 剣道教士　永松　眞澄

剣道教士　内濱　誠志　
＊　講師の都合により、変更になる場合があります。

　５．講習内容 指導法・審判法の説明及び実習
　６．受講料 １人につき　２，０００円
　７．携行品 剣道具、竹刀、木刀、剣道着、袴、筆記用具
　８．申込方法 講習会申込書に参加料を添えて申し込みください。
　９．申込期日 平成２８年　７月　４日（月）必着
　10．その他 ①　称号選考会受審予定者は受講してください。

②　公認審判員認定審査受審予定者及び公認審判員資格更新希望者は
　受講してください。
＊　公認審判員資格保持者は、最低年に１回は審判法の講習を受講し、
　　審判規則の熟知並びに技能習熟に努めてください。
③　受講者は「剣道試合・審判規則」「同　運営要領の手引き」「剣
　道手帳（公認審判員は）」を持参してください。
④　その他、全剣連「講習会資料」を予め購入し、持参ください。

◆　杖道審判講習会　◆

　１．日　　時 平成２８年　７月２４日（日）　１２時３０分受付
　２．会　　場 神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場

神戸市灘区青谷町１－１－１　　　
　３．参加資格 ①　当連盟の会員であること。（平成２８年度会員登録済みのこと）

②　四段以上
審判法講習

　３．参加資格 ①　当連盟の会員であること。（平成２８年度会員登録済みのこと）
②　四段以上

　４．講習内容
　５．講　　師 教士　松村　勇造

教士　矢鋪　祐司
　６．受講料 １人につき　１，０００円

◆　日本剣道形講習会　◆

　１．日　　時 平成２８年　７月３１日（日）　午前９時受付
　２．会　　場 神戸市立中央体育館

神戸市中央区楠町４－１－１
　３．対象者 剣道初～五段受審者等

＊　称号受審予定者は必ず受講してください。
＊　剣道六段以上受審予定者の受講もお勧めします。

　４．講　　師 剣道範士　　 安倍　尚志
剣道教士八段　　　　 浦　　和人    内濱　誠志　　　他
その他剣道教士七段の先生方
　＊　都合により、講師については変更することがあります。

　５．講習内容 日本剣道形の解説及び実習
　６．資　　料 受講者には「日本剣道形解説書」を配布します。

　場合がありますので、ご了承ください。

　７．受講料 １人につき　２，０００円
　８．携行品 剣道着、袴、垂、木刀（四段以上受審者は小太刀も）、筆記用具
　９．申込方法 講習会申込書に受講料を添えて申し込みください。
  10．申込期日 平成２８年　７月１９日（月）必着

＊会場の事情により申込多数の場合は申込期日前に締め切る

　７．申込方法 講習会申込書に参加料を添えて申し込みください。
　８．申込期日 平成２８年　７月１１日（月）必着



監督
大将
副将
三将
中堅
五将
次鋒
先鋒

１回戦 兵　庫 静岡
２回戦 埼玉

段　　位 受審者 実技合格 形不合格 学科不合格 合格者 合格率
（名） （名） （名） 　　　（名）　 （名） （％）

四　段 87 36 1 1 34 39.1
五　段 55 22 1 0 21 38.2

級　位 受審者 合格者 合格率 認定者

◇　第６４回　全日本都道府県対抗剣道優勝大会　◇

　４月２９日（祝）大阪市中央体育館で見出しの大会が開催されました。当県の選手は全員がよく
頑張りましたが、優勝した埼玉県チームに敗れました。

［兵庫県選手団］ ［学校・勤務先名］
中田　善幸 兵庫県警察本部
小笹　隆一 兵庫県警察本部
山川　英樹 加古川刑務所

鈴木　港大 育英高等学校３年

 代  （１)１　―   １(１

岡本　将太 兵庫県警察機動隊
八木　啓介 兵庫県立加古川東高等学校
永田　和樹 加古川刑務所

　　　（３)１　―   ４

審　査　会　報　告
【剣　道】

［　４月２４日（日）　　　神戸市立王子スポーツセンター］

上島　　慧 関西学院大学４年　　　

大　会　報　告

［４月２９日（祝）　伊丹市立伊丹小学校］
級　位 受審者 合格者 基本技不合格者 合格率 認定者

（名） （名） （名） （％） （名）

一　級 134 134 0 100 8

級　位 受審者 合格者 基本技不合格者 合格率 認定者
（名） （名） （名） （％） （名）

一　級 70 70 0 100 26

段　位 受審者 実技合格 形不合格 学科不合 合格者 合格率
（名） （名） （名） 格　（名） （名） （％）

初　段 318 275 13 0 262 82.4
二　段 237 202 13 0 189 79.7
三　段 63 38 5 0 33 52.4

【居合道】

区　分 受審者 実技合格 学科不合格 合格者 合格率 認定者
（名） （名） 　  （名） （名） （％） （名）

一　級 21 20 　　― 20 95.2 4
初　段 29 29 0 29 100.0
二　段 20 19 0 19 95.0
三　段 13 8 0 8 61.5
四　段 16 6 0 6 37.5
五　段 4 0 0 0 0.0

［５月　８日（日）　神戸市立王子スポーツセンター内　剣道場］

［５月１４日（土）　和田山町農業者トレーニングセンター］

［５月１５日（日）　和田山町農業者トレーニングセンター］



　５． 全日本剣道連盟より連絡がありました。ご確認下さい。

事務局からのお知らせ

　１．下記の８月大会要項をホームページ（事業計画）にアップしております。
　　　＊８月２７日（土）・２８日（日）　高砂市総合体育館
　　　　第６３回兵庫県剣道優勝大会・第７０回兵庫県民大会（剣道競技・学校の部）
　 ２．全日本剣道連盟剣道有功賞・兵剣連表彰規程に該当される方がいらっしゃる加盟団体
　　 は推薦書の提出をお願いいたします。
　３． 様式、申込書等は兵剣連ホームページよりダウンロードできますのでご利用ください。
　４． 傷害保険加入についてのお願い
　　 　稽古会や審査会・講習会等での事故や怪我に対応するため、スポーツ傷害保険への加
　　 入をお勧めします。少年団体は、ほぼ加入されていると思いますが一般団体についても
　　 加入するようにお願いします。特に、会員に対して開放している日・祝日の稽古会は一
　　 般団体の会員は個人で参加していますが、各自安全に配慮していても防ぎきれない事故
　   や怪我に対処するには傷害保険に加入しておくことが必要でしょう。
　　　 あわせて学校団体所属の会員は学校へ、少年団体所属の会員は団体代表者へ連絡して
　   稽古会に参加してください。

以上


